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航空事故調査報告書

所 属 エアーセントラル株式会社

型 式 ボンバルディア式ＤＨＣ－８－４０２型

登録記号 ＪＡ８４９Ａ

発生日時 平成１９年３月１３日 １０時５４分

発生場所 高知空港

平成２０年 ５ 月２２日

航空・鉄道事故調査委員会（航空部会）議決

委 員 長 後 藤 昇 弘（部会長）

委 員 楠 木 行 雄

委 員 遠 藤 信 介

委 員 豊 岡 昇

委 員 首 藤 由 紀

委 員 松 尾 亜紀子

１ 航空事故調査の経過

１.１ 航空事故の概要

エアーセントラル株式会社所属ボンバルディア式ＤＨＣ－８－４０２型ＪＡ８４９

Ａは、平成１９年３月１３日（火）、運送の共同引受をしていた全日本空輸株式会社

の定期１６０３便として、０８時２１分に大阪国際空港を離陸し、目的地である高知

空港へ前脚が下りない状態で着陸し、前方胴体下部を損傷した。

同機には、機長ほか乗務員３名、乗客５６名、計６０名が搭乗していたが、負傷者

はなかった。

１.２ 航空事故調査の概要

1.2.1 調査組織

航空・鉄道事故調査委員会は、平成１９年３月１３日、本事故の調査を担当する

主管調査官ほか１名の航空事故調査官を指名した。また、平成１９年３月１４日、



*1 「運送の共同引受」とは、国土交通省航空局監理部航空事業課長通達に基づき、国内線において本邦航空

運送事業者と他の本邦航空運送事業者が運送を共同で引き受け、旅客又は荷主に対して連帯して運送責任

（利用者に対する損害賠償責任を含む）を負うことをいう。
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１名の航空事故調査官を追加指名した。更に、平成１９年３月２６日、２名の航空

事故調査官を追加指名した。

1.2.2 外国の代表及び顧問

本調査には、事故機の設計・製造国であるカナダ国の代表及び顧問が参加した。

1.2.3 調査の実施時期

平成１９年３月１３日及び１４日 現場調査及び口述聴取

平成１９年３月２２日及び２３日 大阪国際空港及び高知空港での落下物

探索

平成１９年３月２９日～６月３０日 部品調査

平成１９年４月１１日及び２０日 整備記録調査

平成１９年５月７日及び７月１１日 実機及び整備記録調査

平成１９年９月２６日～２８日 製造過程調査（ボンバルディア社及び

グッドリッチ社）

平成１９年１２月７日 口述聴取

1.2.4 原因関係者からの意見聴取

原因関係者から意見聴取を行った。

1.2.5 調査参加国への意見照会

調査参加国に対し意見照会を行った。

２ 認定した事実

２.１ 飛行の経過

エアーセントラル株式会社（以下「同社」という 所属ボンバルディア式ＤＨＣ－。）

８－４０２型ＪＡ８４９Ａ（以下「同機」という は、平成１９年３月１３日、機長。）

ほか乗務員３名、乗客５６名、計６０名が搭乗し、運送の共同引受をしていた全日本
*1

空輸株式会社（以下「ＡＮＡ」という の定期１６０３便として、８時２１分に大阪。）



*2 「桂浜」は、高知空港の南西約２０kmに位置する。

*3 「脚」、「ギア」及び「ランディング・ギア」は同じ意味であり、「ノーズ・ギア」と「前脚」は同じ意

味である。
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国際空港を離陸し高知空港に向けて飛行した。事故当時同機には、機長がＰＦ（主と

して操縦業務を担当する操縦士）として左操縦席に、副操縦士がＰＮＦ（主として操

縦以外の業務を担当する操縦士）として右操縦席に着座していた。（なお、大阪国際

空港出発時のＰＦは副操縦士、ＰＮＦは機長であった。前脚が下りないことが判明し

。）た時点で、ＰＦを機長にＰＮＦを副操縦士に交替した

大阪空港事務所に通報された飛行計画の概要は、次のとおりであった。

飛行方式：計器飛行方式、出発地：大阪国際空港、移動開始時刻：８時１０分、

巡航速度：３０６kt、巡航高度：ＦＬ１６０、経路：ＳＥＴＯＨ（位置通報点）

～ＫＴＥ（香川VOR/DME）～ＫＲＥ（高知VOR/DME）、目的地：高知空港、所要

時間：０時間４１分、持久時間で表された燃料搭載量：２時間４５分、代替飛

行場：大阪国際空港

2.1.1 飛行記録装置、操縦室用音声記録装置及び管制交信記録等による飛行の経過

８時４７分４０秒 高知飛行場管制所（以下「タワー」という は、同機に対。）

し、高知空港滑走路３２の着陸許可を発出した。
*2

同４９分５０秒 同機は、タワーに対し、ギア・ダウンできないので、桂浜

上空で空中待機して、故障探求をする旨通報した。

９時１４分００秒 同機は、タワーに対し、地上の整備士に状況を確認しても

らうため、滑走路上空を５００ftでローパスする許可を求

めた。

同２１分００秒 同機は、第１回目のローパスを実施した。

同３５分０５秒 同機は、第２回目のローパスを実施した。

同５７分５８秒 同機は、急旋回の加速度を利用して前脚を下ろすことを
*3

試みた。

１０時１９分２５秒 同機は、タワーに対し､前脚に衝撃を加えるため､タッチ・

アンド・ゴーの許可を求めた。

同２５分２３秒 同機は、タッチ・アンド・ゴーを実施した。

同３４分００秒 機長は、一部の乗客を後席へ移動するよう客室乗務員に指

示した。



*4 「Ｔ－２」、「Ｔ－３」とは高知空港誘導路の名称で同空港滑走路３２の滑走路端から順次付けられた誘

導路番号である。（付図2参照）

*5 本報告書における「ギア・レバー」を航空機製造者は「ランディング・ギア・セレクター・レバー」と呼

んでいる。
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同３５分００秒 空港消防によりＴ－２とＴ－３間の滑走路上に消火剤が
*4

まかれた。

同４７分１４秒 同機は、タワーに対し、着陸する許可を求めた。

同５２分１０秒 タワーは、同機に対し、風向１２０゜、風速１ktを知らせ

た。

同５４分１６秒 同機は、前脚が下りないまま着陸し、滑走路の中央付近に

停止した。

飛行記録装置（以下「ＤＦＤＲ」という の記録等によれば、同機は１０６ktで。）

主脚が接地した後、当初は機体を水平に保ちながら滑走し、その後ゆっくりと機首

を下げ、主脚接地の１２秒後に機首部分を接地（７９kt）させた。更に同機は、機

首を滑走路面に接触させながら、ほぼ滑走路中心線上を保ち減速を続け、機首の接

地から２２秒後に滑走路中心付近にゆっくりと停止した。

2.1.2 乗務員の口述

(1) 機長

主脚及び前脚の出発前の外部点検は、出発時のＰＦである副操縦士が実施

し、私は副操縦士から「外部点検異常なし と報告を受けた。。」

高知空港滑走路３２にビジュアル・アプローチ中、高度１,５００ で通ft
常どおりギア・レバーをダウンにした。その時、計器板のランディング・

*5

ギア・コントロール・パネルに主脚の緑色ライト２つと前脚のドアの橙色ラ

イトが点灯し、一番下にある赤色のノーズ・ギア・アンセイフ・アドバイザ

リー・ライトが点灯しているのが確認できた。

そこで、「桂浜上空３,０００ftで空中待機して不具合探求を行うこと」

をタワーにリクエストした。

まず最初の処置として、ギア・レバーをダウンにしたままで、「オルタネ

ート・ランディング・ギア・エクステンション・チェック・リスト」

（２.１６参照）を実施した。これを２回やったが状態は変わらなかった。

次に副操縦士が、右操縦席左側後方の床にある脚オルタネート・エクステ

ンション・ドアを開いて、前脚リリース・ハンドルを引いたが、計器板の表

示は変わらなかった。操作の感触は「固かった と副操縦士は言っていた。。」



*6 「ランディング・ギア・ダウンロック・ベリフィケイション・ライト｣は 、脚オルタネート・エクステン

ション・ドアの下にあり、ランディング・ギア（ＮＧ，ＬＨ，ＲＨ）がダウンロックしているときにチェッ

ク・スイッチをオンにすると、それぞれ緑色のライトが点灯する。

*7 「タクシー・ライト」は、前脚に設置されており、コックピットのタクシー・ライト・スイッチをオンにし

た時、ランディング・ ギアがダウン・ロックされていると点灯する。

*8 「ＣＢ」とは、サーキット・ブレーカーの略である。
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そのチェック・リストの最後の方に書いてあるランディング・ギア・ダウ

ンロック・ベリフィケイション・ライトのチェック・スイッチをオンにした
*6

ところ、３つのライトのうち前脚灯は点灯せず主脚灯２つのみが点灯した。

このことから前脚は下りていないと思った。

これらの処置と結果をＶＨＦ無線で会社（高知空港駐在整備士）に報告す

ると、「タクシー・ライトが点灯するか見たいので、タクシー・ライトを
*7

オンにしてローパスして下さい との指示があった。それで、高度約３００。」

ぐらいでローパスしたら、会社から「脚ドアが開いていない という報告ft 。」

があった。

１回目のローパスをしたときに、ＣＢも確認したがトリップしているも
*8

のはなかった。ローパスした後、桂浜上空３,０００ftで待機した。

２回目は、「ギア・レバーをアップしてから、ローパスの前にオルタネー

ト・エクステンションをやってみる という指示だった。いったん、ギア・。」

レバーをアップした。ランディング・ギア・コントロール・パネルの主脚の

赤と緑のライトは消えたが、前脚のドアの橙色ライトが点滅していた。一瞬

点灯して、また消えるという感じだった。

オルタネート・ギア・ダウン・エクステンションの手順をやったが、状況

は変わらなかった。ランディング・ギア・コントロール・パネルの前脚のラ

イトはハンドルを引いてから橙色と赤色のライトが点灯したと思う。

床面のオルタネート・エクステンション・ドアの下にあるライトもチェッ

ク・スイッチをオンにしても点灯しなかった。

２回のローパスの後に、バンク角約５０度で速度約１７０ で急旋回にkt
入れたが前脚は下りなかった。その後、脚を出そうとピッチ変化を数回強く

与えたが前脚は下りなかった。

次に「タッチ・アンド・ゴーで脚にショックを与えてみて下さい と会社。」

から指示があった。

主車輪が接地してからすぐパワーを入れて離陸したが、前脚は下りなかっ

たので桂浜に向かった。

再度、会社から「ギア・レバーをダウンしたときに主脚のダウン・ロック



*9 「ステアリング・テｨラー」とは、機長操縦席の左前に装備されているステアリング・ハンドルのことで

地上走行中に操作するものである。

*10 「Ｖso」とは、着陸形態（ギア・ダウン､フラップ･フルダウンにした場合）の失速速度である。

*11 「ＣＡ」とは、キャビン・アテンダントの略である。
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の緑ライトを確認したらすぐ上げて、その上げ下げを繰り返すように。 と」

言われたので、１０回程度上げたり下げたりしたが前脚は下りなかった。

ここで会社からＣＢをもう１回見るように言われた。更に、「ステアリン

グ・ティラーを動かすように と言われたので、動かしたが変化はなかった。
*9

。」

更に会社から、「ノーズ・ギア・オルタネート・リリース・ハンドルを引

く時に、２段階に引っかかるような感触があるので、強く引っ張るよう

に という指示があり、副操縦士が席を離れて、力いっぱいハンドルを引い。」

たが、前脚は下りなかった。

それから２回以上はノーマルのギア・ダウンとオルタネート・エクステン

ションの操作を実施した。

そのあと、会社から「整備と確認しながらチェックしよう ということで、。」

副操縦士がチェックリストを読み上げながら操作し、整備がチェックリスト

の手順どおりであることを確認したけれども状況は変わらなかった。

この時点で、残燃料が１,０００ポンドを切り始めていたので、前脚が下り

ない状態で着陸する決断をした。最終的には「１回分のゴー・アラウンドで

きる燃料を残して着陸しよう ということで、７００ポンドぐらい残すよう。」

に計画した。

同機のエマージェンシー・ランディング・チェックリストを実施していた

が、同機には該当するノーズ・ギア・アップでのチェックリストはなかった

ので、他型式機のものを思い出して、準備を始めた。

緊急脱出定期訓練のときに２回ぐらい主脚や前脚が下りない場合のシナリ

オを独自に作って訓練を行ったことがある。訓練は地上で実機を使い、乗客

の役は社員が行った。その時のことを思い出して、重心の調整を考慮した。

重心位置を確認して、乗客５人から１０人程度を後方へ移動してもらうよ

うに客室乗務員に指示した。

着陸距離を短くするためにフラップを３５度としてＶ を一番低くし、so
*10

接地点標識よりも手前に接地させ、ぎりぎりまで機首を浮かせて、衝撃を減

らすことを決めた。

乗客に対して、「着陸した後、火災の恐れがある場合には非常脱出するこ

ともある。そのときは慌てず、ＣＡの指示に従うように。 とアナウンスを
*11

」



*12 「ＤＩＳＣ」とは、パワー・レバーを「ＤＩＳＣ」位置にすると、油圧制御により、プロペラ・ピッチが

０°になることをいう。その時、プロペラは機体の進行方向に対し、回転する平板として空気抵抗を増し、

ブレーキ効果を生ずる。
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した。

「リバースを使うと抵抗になって急に機首が接地する可能性があり、また、

着陸後の機体の方向維持も難しい。 と考えたので、地上滑走にリバースは」

使わず、パワー・レバーをフライト・アイドルからＤＩＳＣポジションに
*12

したのは、機首が接地してからだったと思う。最終的に止まったときは、残

燃料は飛行時間約２０分程度だったと思う。

消火剤については、「どこにまくか？」とタワーから聞かれたが、どこへ

機首が接地するのか予想できなかったので、「Ｔ－２より先にまいてほし

い と言った。もっと長くまいてくれていると思ったが、結果的に短かった。。」

(2) 副操縦士

大阪で外部点検を目視で実施したが、異常はなかった。離陸後も異常は感

じず、飛行中も変わったことはなかった。

前脚がダウン・ロックしなかったので、トラブル・シュートのために桂浜

に向かった。そこで、オルタネート・マニュアル・エクステンションを実施

したが、状況は変わらなかった。

会社に連絡して、アドバイスをもらった。チェック・リストを実施して、

ベリフィケイション・ライトが点いていないことを報告した。

会社から「タクシー・ライトの点灯を確認したい 旨の連絡があったので、。」

ローパスを実施したが、地上から見えないことが確認された。

ローパスは２回実施した。１回目のローパスはギア・ダウンからオルタネ

ートを実施したが、２回目はギア・アップからオルタネートを実施した。

最初のオルタネート・マニュアル・エクステンションをギア・ダウンで実

施していたので、元に戻すため、ギア・レバーをアップにしたら、前脚ドア

の橙ライトが（２秒に１回程度）点滅を繰り返した。

それから、オルタネート・チェック・リストを実施したが同じ状況であっ

た。オルタネートを引くときの感触は、通常２クッションがあるが、この時

は、ただスーと引っ張ることができた。シミュレータでオルタネートを体験

していたが、シミュレータとは違う感触であった。

急旋回で出ることもあるということで、５０゜バンクで試してみたが変わ

らなかった。

２回目にローパスした後、会社から、「タッチ・アンド・ゴーのショック



*13 「ＳＴＥＰ」とは、同社における客室乗務員業務実施細則に定める緊急着陸水の処置のことを言い、主客

室乗務員及び客室乗務員が実施する機内準備の呼称である。
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で下りないか試してみたい とのことであったので､その後タッチ･アンド・。」

ゴーを行ったが変わらなかった。

更に、会社から「ギア・レバーの上げ下げを連続して行うように。 との」

指示があったので、１０回以上繰り返したが変わらなかった。

また、「オルタネートのハンドルを一杯一杯引っ張るように。 との指示」

があったので、立ち上がって引っ張ったが変わらなかった。

「ギア・ドアの開閉を行うように との指示があったので、主脚と前脚共。」

に１０回以上開閉操作を実施したが変わらなかった。

会社から「ＣＢを確認するように と言われたので、確認したが問題はな。」

かった。

更に、「ステアリング・ティラーを動かすように と言われたので、機長。」

が動かしたが変化はなかった。

それで、燃料も少なくなったので胴体着陸を考えた。

地上の整備士とオルタネート・マニュアル・エクステンションの手順を読

み合わせて実施した後に着陸を行った。

(3) 客室乗務員２名

高知への着陸態勢に入った後、機長からインターホンで「ノーズギアが出

ないため、旋回して処置を行っている との連絡があり、乗客には、高知上。」

空で旋回していて到着までしばらく時間がかかる見込みであることをアナウ

ンスした。２０分程後に機長からインターホンで「ＳＴＥＰを行う可能性が
*13

ある と連絡があり、機長が乗客に「当機は現在前の脚が下りていない状況。」

で、地上の整備と連絡を取って原因を究明中のため時間を要する ことをア。」

ナウンスした。乗客の中には首をかしげている方も何人かいたように思えた

が、乗客は動揺もなく落ち着いて静かにしていた。

この間、着陸態勢に入っていたため、終始ベルトサインはオンとなってい

たが、乗客からの化粧室使用の要望があり、機長に伝えたところ、ベルト着

用サインがオフとなり１０名弱の乗客が化粧室を使用した。機長からインタ

ーホンで「これから急旋回、タッチ・アンド・ゴーを行い、その衝撃でギア

が出るかやってみる。ＳＴＥＰを進める場合には衝撃防止姿勢の説明を中心

にやってほしい。乗客を後方に移動してもらうことになると思う と連絡が。」

あり、自分達はＳＴＥＰの実施を想像しながら冷静になることができたよう

な気がする。
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急旋回とタッチ・アンド・ゴーを実施した際には、その都度、機長から乗

客へのアナウンスがあり、乗客は引き続き冷静で、原因や状況についての質

問などもなかった。その後、機長からのインターホンで「このままギアが出

ない状態で１５分後の着陸を予定するので、ＳＴＥＰを進めるよう との指。」

示があった。この時に機体が着陸時に前のめりの姿勢になること、２分前、

３０秒前の合図をしてもらうことを確認した。機長から乗客に「１５分後に

前輪が出ない状態で着陸し、緊急脱出することもあるが、乗務員は訓練を積

んでいるので安心して客室乗務員の指示に従うよう とアナウンスがあった。。」

後方の空席数を確認して機長に連絡したところ、翼付近の乗客を移動させる

指示があったので、翼付近の乗客７名に後方の空席への移動指示を伝えると、

皆速やかに移動してくれた。スカーフ、ネクタイ、ネックレスや鋭利品除去

のアナウンス、衝撃防止姿勢の説明と確認をして、火災の原因を絶つためキ

ャビン内の不必要な電源を切って自分達も着席した。

「着陸２分前。 のアナウンスがあり、「着陸３０秒前、衝撃防止姿勢を」

とれ のアナウンスがあった後、大声で衝撃防止姿勢のエールを繰り返した。。」

機体が停止した時に乗客は、着席したまま皆が拍手した。機体姿勢は普通

の姿勢と違ったようには思えなかった。消火剤がまかれているのが分かって、

火災は大丈夫だと思い、機長からの連絡を待っていた。機長から乗客に「着

陸し、安全のため消火剤をまいている。指示があるまで着席して待つよう｡｣

とのアナウンスがあった。

機長からインターホンで「火は出ていないが念のため消火剤をまいている。

その後バスが迎えに来る。後ろは高くなっているので、前のドアを整備が外

側から開ける との連絡があり、バスでロビーに案内することを乗客にアナ。」

ウンスした。この間に乗客は外した鋭利品を座席ポケットから取り出し、ネ

クタイを締めるなどの身支度をしたりして落ち着いていた。機長からインタ

ーホンで「右前のエマージェンシー・ドアを開けてもらう との連絡を受け。」

て、ドアの前の乗客に移動を指示した。順番に案内することをアナウンスし

て、前方の乗客から順に降機し、怪我や体調不良がないか口頭で確認したが、

申し出はなかった。外に出てから機体が大きく前傾しているのに気付いた。

乗客が冷静で協力的だったので乗客に助けられたと思う。

本事故の発生場所は高知空港滑走路３２の中央付近で、発生時刻は１０時５４分ご

ろであった。（空港標点：北緯３３度３２分３４秒、東経１３３度４０分４８秒）

（付図１、２、４、５、６及び写真１、２参照）

２.２ 人の負傷
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負傷者はなかった。

２.３ 航空機の損壊に関する情報

航空機の前方胴体の下部主要構造部材等（フレ－ム、ストリンガー、外板等）の損

傷があった。また、その位置にあったＶＨＦアンテナ（Ｎｏ.２）も損傷した。

２.４ 航空機以外の物件の損壊に関する情報

滑走路中心線灯 １１個破損

２.５ 航空機乗組員等に関する情報

(1) 機 長 男性 ３６歳

定期運送用操縦士技能証明書（飛行機） 平成１５年 ２ 月 ５ 日

限定事項 デ・ハビランド式ＤＨＣ８型 平成１７年１０月２７日

第１種航空身体検査証明書 有効期限 平成１９年 ６ 月１９日

総飛行時間 ７,９７８時間５６分

最近３０日間の飛行時間 ８４時間０６分

同型式機による飛行時間 ８９７時間２９分

最近３０日間の飛行時間 ８４時間０６分

(2) 副操縦士 男性 ３４歳

事業用操縦士技能証明書（飛行機） 平成 ６ 年 ７ 月２２日

限定事項 デ・ハビランド式ＤＨＣ８型 平成１８年 ８ 月２５日

計器飛行証明 平成１５年 ５ 月 ８ 日

第１種航空身体検査証明書 有効期限 平成１９年 ５ 月１８日

総飛行時間 ３,５０４時間１３分

最近３０日間の飛行時間 ６７時間４９分

同型式機による飛行時間 ４１２時間４９分

最近３０日間の飛行時間 ６７時間４９分

２.６ 航空機に関する情報

2.6.1 航空機

型 式 ボンバルディア式ＤＨＣ－８－４０２型

製 造 番 号 ４１０６

製造年月日 平成１７年 ６ 月１２日

耐空証明書 第大－１８－１３９号

有効期限 平成１９年６月 ４ 日



*14 「Ｐ/Ｎ」とは、部品番号のことである。
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耐空類別 飛行機 輸送Ｔ

総飛行時間 ２,９６６時間５２分

総サイクル数 ４,１９７サイクル

定期点検(Ｌ整備 )後の飛行時間 １５時間４８分、平成１9年3月7日実施

（付図３参照）

2.6.2 重量及び重心位置

本航空事故発生当時、同機の重量は４９,２１０lb、重心位置は２７.３％ＭＡＣ

と推算され､いずれも許容範囲（最大着陸重量６１,７５０lb、本航空事故発生当時

の重量に対応する重心範囲１５.７～３４.１％ＭＡＣ）内にあったものと推定され

る。

２.７ 気象に関する情報

高知空港の事故前後の航空気象の気象観測値は、次のとおりであった。

10時00分 風向 変動、風速 ２kt、卓越視程 ４０km、雲 雲量 FEW

雲形 不明 雲底の高さ ３,０００ft、気温 １０℃、露点温度

－３℃、高度計規正値（ＱＮＨ）３０.０３inHg

10時55分 風向 変動、風速 ２kt、卓越視程 ４０km、雲 雲量 FEW

雲形 積雲 雲底の高さ ３,０００ft、気温 １１℃、露点温度

－１℃、高度計規正値（ＱＮＨ）３０.０３inHg

２.８ ＤＦＤＲ及び操縦室用音声記録装置に関する情報

同機には、米国ハネウェル社製ＤＦＤＲ（Ｐ/Ｎ９８０－４７００－０２７）及び
*14

米国アライド・シグナル社（現ハネウェル社）製操縦室用音声記録装置（Ｐ/Ｎ

９８０－６０２２－０１１、以下「ＣＶＲ」という が装備されていた。。）

同機のＤＦＤＲには、同機が大阪国際空港を出発してから本事故発生後、機体が停

止し、同装置の電源が切られるまでの間のすべての記録が残されていた。ＤＦＤＲの

時刻は、ＤＦＤＲに記録された管制交信時のＶＨＦ送信キーの信号と管制交信記録に

録音されていた時報を照合して特定した。

同機のＣＶＲは、装置が停止するまでの約２時間記録することができる。ＣＶＲに

は本事故前後の音声等が記録されていた。

２.９ 事故現場の状況



*15 「ボア・スコープ」とは、整備点検用の内視鏡のことをいう。
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高知空港の滑走路は、方位１４／３２、長さ２,５００ｍ、幅４５ｍでその内

３０ｍにグルービングが施されている。

同機は、滑走路中央標識から約３５ｍ先の滑走路中心線上の位置で停止していた。

滑走路上の機首部分との接触痕は、滑走路進入端から約９００ｍの地点から、同機

が停止した１,２８５ｍの地点まで続いていた。

（付図２及び写真１、２参照）

２.１０ 事故機の状況

前車輪は格納されたままで、前方胴体下部は着陸した際の滑走路との接触により主

要構造部材が損傷していた。

平成１９年３月１４日に実施した現場調査において機体をジャッキ・アップしたと

ころ、以下のことが判明した。

(1) 前脚のドアが閉まったままであった。

(2) ボア・スコープで前脚室の内部を確認し、前脚ドアの一部を切除して観察
*15

したところ、前脚ドアの開閉リンク機構の一部であるトグル・リンク（Ｐ/Ｎ

４７８４２－５及び４７８４８－３）のヒンジ部から、スペーサー（製造者の

図面ではブッシング、部品カタログではスペーサーと呼んでいる）が後方に突

き出し、トグル・リンクのすぐ後方に位置して開閉リンク機構を支持するサポ

ート・フィッティング（Ｐ/Ｎ８５３１２１９３－００７）と干渉していた。

そのことにより、トグル・リンクが十分上方に折れ曲がることができなかっ

たため、開閉リンク機構が動かず、前脚のドアが開かなかった。

(3) 突き出していたスペーサーを正しい位置に戻したところ、ノーズ・ランディ

ング・ギアは自重により下りた。

(4) 当該トグル・リンクを調査したところ次の部品が欠落していた。

・ボルト (NAS6205-14D) 1個

・ワッシャー(NAS1515M7L) 1個

・ワッシャー(NAS1149F0563P) 1個

・キャッスル・ナット(MS14145L5) 1個

・コッターピン(MS24665-153) 1個

(5) ボルトが取り付けられていた場合に、ボルト・ヘッドの裏側のトグル・リン

ク表面及びキャッスルナット／ワッシャーが接触するトグル・リンク表面には、

その存在を示す、汚れ、塗料の剥がれ等はなかった。



*16 「PSEU」は、Landing Gear に関するセンサー(20個)からの信号により、Landing Gear 及び Landing

Gear Door 等をコントロールする装置(Computer)である。

*17 ｢BITE｣とは、Built In Test Equipment の略で、装置自身でシステムのチェックを行うことができるもの

である。
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(6) 本事故発生後、ＰＳＥＵ(Proximity Sensor Electronics Unit)の作動状況
*16

をＢＩＴＥチェックにより調査したが異常はなかった。
*17

（付図７、８、９及び写真３、４、５、６、７、８、９、１０、１１、１８参照）

２.１１ 消防に関する情報

消防車が３台出動し、内１台が同機が着陸する前に、滑走路上のＴ－２からＴ－３

間に消火剤を３,０００リッターまいた。

２.１２ 事実を認定するための試験及び研究

2.12.1 前脚システム

当該同型式機の同社の飛行機運用規程によれば、同機の前脚システムは以下のと

おりである。

(1) 前脚には、４枚の脚ドアがあり、後方２枚のドアは前脚の脚柱と機械的に

接続されていて、前脚を上げれば閉じ、下げれば開く。

前方の２枚のドアは、前脚の上げ下げの前後に油圧で開閉する。即ち、前

脚を下げる場合は、前方２枚のドアが開くとともに前脚のアップ・ロックが

外れ、前脚が下がり、この後、前方の２枚のドアは再度閉まるという順番に

なっている。

(2) Ｎｏ.２油圧システムが正常である場合はこれにより脚の出し入れを行う

が、この油圧システムに不具合が発生したときには、オルタネート・ランデ

ィング・ギア・エクステンション・システムにより、脚を出す。

オルタネート・ランディング・ギア・エクステンション・システムを使用

するための手順としては、最初に右側オーバーヘッド・パネルの近くにある

インヒビット・スイッチを"INHIBIT"ポジションにする。スイッチをINHIBIT

にセットすると、ランディング・ギア・システムから油圧がアイソレートさ

れる。

次に副操縦士席左後方床にあるリリース・ハンドルを引くことにより、付

図８に示すトグル・リンクの中央部が上方へ持ち上げられ、これによりトグ

ル・リンクの右端に結合しているベル・クランクが時計回りに回転し、この

両端に結合されているプッシュ・ロッドがドアを開く方向に押し、ドアが開
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くと共にギア・アップ・ロックが解除され、前脚が自重で下りて、ダウン・

ロックする。

(3) ランディング・ギア・アドバイザリー・ライトは、油圧で作動するギア・

ドアのポジションとギアのロック状態を表示し、上から橙色（ドア・ライ

ト）、緑色（ギア・セイフ・ライト）、赤色（ギア・アンセイフ・ライト）

となっている。一番上のドア・ライト（橙）は脚ドアの作動中に点灯し、作

動が完了すると消灯する。ランディング・ギア・アドバイザリー・ライトは、

左右が主脚、中央が前脚の状況を表示する。

(4) トグル・リンクのスペーサー取付状況

トグル・リンクのスペーサーは機軸と平行に取り付けられており、ボルト

・ヘッド及びトグル・リンクの前方フランジ・ブッシングのフランジ部で挟

まれ、キャッスル・ナットによって締め付けられる構造となっている。

ボルトが欠落した場合には、スペーサーの機体前方への動きはフランジ・

ブッシングにより不可能であることから、機体後方への移動のみが可能であ

る。すなわち、ボルトが欠落した場合には、前脚の上げ下げ、機体振動、機

体加速度等の影響を受けると、スペーサーは機体後方側へ突き出すことにな

る。

トグル・リンクの後方に位置するサポート・フィッティングとの間隙は、

０.２０６～０.２２１in（ボルト・ヘッドとサポート・フィッティングとの

、間隙は最小０.０５in）と接近しており、スペーサーが突き出した場合には

干渉し易い位置関係となっている。

サポート・フィッティングには、トグル・リンク等の脚ドア・リンク機構

を埃等から保護する目的で、デブリ・ガード（Ｐ/Ｎ：８３２２００１２－

００３）が取り付けられており、このガードを外さないとトグル・リンクに

はアクセスできない。

（付図４、５、６、７、８、９参照）

2.12.2 トグル・リンクのボルト・ナット接触面の汚れ調査

２.１０(4)及び(5)に記述したとおり、同機のトグル・リンクには、ボルト及び

ナットがなかった。また、ボルト・ヘッド及びナット/ワッシャーの存在を示す痕

跡がなかった。これに関してボルト及びナット/ワッシャーが正常に装着されてい

る同型機５機の接触跡について調査した。これら５機のトグル・リンクの穴の周囲

表面には、ボルト・ヘッドの存在を示す汚れがあり、またナット/ワッシャーの存

在を示す汚れ及び塗料の剥がれが観察された。

（写真６、７、８、９、１０、１１参照）



*18 「有限要素法」とは、複雑な構造物を小さな要素の連続体として取扱い、境界条件を代入して応力や変形

などを数値解析する方法である。

*19 「面圧降伏」とは、固体の接触において、その荷重によって塑性変形が生じることをいう。
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2.12.3 メカニカル・ストッパーの打痕の調査

トグル・リンクにおけるメカニカル・ストッパー部分について、正常な取付け

状態にある他の機体の打痕の幅が約８.0mmであるのに対して、同機の打痕幅は約

１３.５mmと広かった。

（付図７及び写真１６、１７参照）

2.12.4 トグル・リンク・アセンブリーの調査

同機のボルト等が欠落した経緯を推定するために、平成１９年３月から６月まで

独立行政法人 宇宙航空研究開発機構（以下「ＪＡＸＡ」という。 に、事故直後に）

同機から取り外したスペーサー及びサポート・フィッティングについて詳細な調査

を依頼した。

その報告書によれば、調査結果は以下のとおりであった。

(1) リンク機構の解析により、前脚ドア・アクチュエーターの単独作動に加え

て前脚重量と前脚伸展用アクチュエーター荷重が掛かったときに、トグル・

リンクからスペーサーへ加わった荷重は２,３５０Ｎ～１０,１００Ｎである

と推定される。

また、有限要素法による解析から、トグル・リンクからスペーサーへ加わ
*18

った荷重が５,０００Ｎを超えるとスペーサーが変形する可能性が高いこと

がわかる。

(2) 当該トグル・リンクのフランジ・ブッシング内面の摩耗状況を新品と比較

したところ、当該トグル・リンクには、少なくとも図面指示のボルトは通し

ていなかったと考えられる。

(3) サポート・フィッティングの底面打痕はスペーサーからの接触力による面

圧降伏が原因であり、荷重は８６２Ｎ～２,４５１Ｎと推定される。
*19

(4) サポート・フィッティング側面の塗装剥がれは、再塗装の層が剥がれ易く

なっているところに、スペーサーがサポート・フィッティングに当たったこ

とをきっかけとして、取り外し時の取扱中に塗装が剥がれ落ちた可能性が高

い。

（付図７及び写真３、４、５、１２、１３、１４、１５、１６参照）



*20 「整備に関する業務の管理の委託」とは、航空法第１１３条の２第１項の規定により国土交通大臣また

は地方航空局長の許可を受けて、会社が使用する航空運送事業の用に供する航空機の整備に関する業務の

管理を委託することをいう。

*21 「ＭＥＲＳ」とは、Maintenance and Engineering Resource Systemの略で、ＡＮＡグル－プが使用して

いる整備業務管理システムの名称である。
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２.１３ 同機のトグル・リンク整備作業の調査

当該トグル・リンクに関係する整備作業の実施状況の調査を行った。

2.13.1 同機の引き渡し準備期間

同機は、ボンバルディア社において、最終組立後平成１７年６月１２日に初飛行

を行い、試験飛行を数回行って不具合を処理し、６月１９日にカナダ国の耐空証明

検査に合格した後、７月１３日にボンバルディア社を出発し、７月１６日に大阪国

際空港に到着して航空会社に引き渡された。

2.13.2 整備の委託

同機は便毎に、同社又は株式会社エアーニッポンネットワーク（以下「Ａ-net」

という により運航されていた。。）

同社は同機について、Ａ-netに整備に関する業務の管理の委託をしているので、
*20

Ａ-netが一元的に整備業務を管理している。一方で、Ａ-netは整備作業の一部を

ＡＮＡ及び同社を含む計５社に委託している。

2.13.3 我が国における整備作業

同機が我が国に到着してから、事故発生までに2.13.2で記述した各社において実

施されていた整備作業を航空日誌及びＭＥＲＳ等により調査したが、当該事故の
*21

不具合箇所（トグル・リンク）に関係する作業は行われていなかった。

調査した作業の範囲は次のとおりである。なお、トグル・リンクにアクセスして

行う点検作業が設定されている定時整備（Ｃ整備：４,０００時間）の時期には至

っていなかった。

(1) 定時整備

(2) 出発前整備

(3) 同機に適用された脚関連ＳＢに基づく整備作業

(4) 同機に発生した脚関係の不具合処置作業

(5) 同機に発生した脚関係以外の不具合処置作業

(6) 特別点検及び改修作業

(7) トグル・リンクに関連する部品の払い出し作業



*22 「安全ピン」とは、脚室内作業中に間違って油圧がかかった場合に、ランディング・ギア・ドアが閉ま

らないようにサポート・フィッティング部に差し込むピンのことである。
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(8) サポート・フィッティングの再塗装作業

２.１４ ボンバルディア社における調査

同機の製造者であるボンバルディア社の工場に赴き、カナダ国運輸安全委員会

（ＴＳＢ）の立会のもとに同機の製造過程の記録を調査したところ、修理記録の中に

トグル・リンクに関するものがあった。

2.14.1 トグル・リンクの組立に関する記録

トグル・リンク・アセンブリーを含む前脚ドア開閉リンク機構は、仮組立された

状態で、グッドリッチ社からボンバルディア社に納入された。

トグル・リンクのヒンジ部はコッター・ピンの取付を除き、組立済であった。

ボンバルディア社において前脚ドア開閉リンク機構を機体に取付ける際に、トグ

ル・リンクのヒンジ部が分解されることはなく、その記録はなかった。

2.14.2 トグル・リンクの修理に関する記録

ボンバルディア社における機体組立完了後の平成１７年６月１６日にランディン

グ・ギアに関する地上機能試験を実施した際、前脚のドアを開いた状態に保持する

ための「安全ピン」の挿し込みが十分でなかったため、ドアが油圧で作動し、トグ
*22

ル・リンクとサポート・フィッティングが損傷した。このため、トグル・リンクと

サポート・フィッティングが交換された。

当該作業が実施された記録（不具合処理、指示・実施・検査）はあったが、当該

作業の手順を示す書類及びその作業に対する具体的な検査記録はなく、トグル・リ

ンク結合の際のボルト締め付けトルク値に関する記述もなかった。（トグル・リン

クは、一旦分解され取付けられた後、再結合された。トグル・リンク製造者のグッ

ドリッチ社の図面には結合の際のボルト締め付けトルク値が規定されていたが、ボ

。）ンバルディア社のアセンブリー・マニュアルには規定されていなかった

また、部品管理の記録では、トグル・リンク・アセンブリーを含む前脚ドア開閉

リンク機構一式を交換したことになっていたが、実際の作業ではトグル・リンク・

アセンブリーのみが交換されていた。

（付図１０参照）

２.１５ グッドリッチ社における調査
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同機のランディング・ギア・システム製造者であるグッドリッチ社の工場に赴き、

同機に関連する製造記録及び品質管理について調査を実施した。

同機にランディング・ギアが組み込まれた時期に出荷されたトグル・リンク・アセ

ンブリーを含む前脚ドア開閉リンク機構一式のロット製造記録を調査したが、特に問

題は認められなかった。

２.１６ 同機の飛行機運用規程における、「オルタネート・ランディング・ギア・

エクステンション」のチェック・リストは以下のとおりである。

ALTERNATE LANDING GEAR EXTENSION

Condition: Use this checklist when attempt landing gear down with LDG GEAR

INOP caution light illuminates, or unable normal landing gear

extension.

CAUTION : Landing gear cannot be retracted.

CAUTION : Nosewheel steering is inoperative.

NOTE : To control the aircraft direction during landing roll with nose

wheel steering inoperative, depending on crosswind condition, dif

ferential brake or power usage together with rudder operation is

required.

Airspeed..............................185KIAS MAX PF

[Max. speed with landing gear doors open.]

Landing Gear Extension Inhibit Switch.......INHIBIT PNF [PF]

[If LDG GEAR INOP caution light was out, it will illuminate

when the L/G INHIBIT switch is selected to INHIBIT.]

NOTE : Leave Landing Gear INHIBIT Switch at INHIBIT.

LANDING GEAR Lever............................DOWN PNF

Landing Gear Alternate Release Door...........OPEN PNF

Main Gear Release Handle...........PULL FULLY DOWN PNF

[Check L DOOR and R DOOR amber doors open and LEFT and RIGHT green

locked down advisory lights illuminate.]

Landing Gear Alternate Extension Door.........OPEN PNF
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NOTE : Landing Gear Alternate Release and Extension Door must stay

fully open after alternate landing gear extension.

If LEFT and/or RIGHT green gear safe advisory lights do not illuminate:

Main Gear

Alternate Extension Hand Pump.........OPERATE PNF

[Insert the Hydraulic Pump handle in the socket and operate pump

until LEFT and RIGHT green advisory lights illuminate.]

Nose Gear Release Handle.............PULL FULLY UP PNF

[Check N DOOR amber doors open and NOSE green gear locked down

advisory lights on the landing gear control panel illuminate.]

Landing Gear Downlock

Verification Lights................ON, CHECK, OFF PNF

[Check the three green landing gear downlock verification lights

under the landing gear alternate extension door are on.]

ANTI SKID Switch...............................TEST PNF

[Make sure INBD ANTI SKID and OUTBD ANTI SKID caution lights go

off after three seconds.]

２.１７ 同機の飛行機運用規程における、「オルタネート・ランディング・ギア・

エクステンション」の記述は以下のとおりである。（抜粋）

5-13-5 Alternate Gear Extension

Alternate Extension System (Figure 5.13-20)は、以下の状況に陥った場合の

Landing Gear Extension の手段である。

・LDG GEAR INOP Caution Light の点灯。

・Landing Gear Indication の Fail。

・No.2 Hydraulic System Pressure のLoss。

Landing Gear Extension INHIBIT Switch は、Flight Compartment Ceiling の

Main LANDING GEAR ALTERNATE RELEASE Door 近くに装備されている。 Switch を

INHIBIT に Set すると、Landing Gear System から Hydraulic Pressure が

、Isolate される。Main LANDING GEAR ALTERNATE RELEASE Door を Open にすると

Normal Hydraulic Extension System の Bypass Valve が機械的に Open になり、
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MAIN L/G RELEASE Handle に Accessすることができる。Handle を引くと、Main

Landing Gear Door と Uplock が Release される。これにより、Main Gear は

Free Fall するが、完全にはExtend されていないこともある。そのため Flight

Compartment Floor にある LANDING GEAR ALTERNATE EXTENSION Door を Fully

Open にして、Alternate Extension Handpump と NOSE L/G RELEASE Handle に

Access する。 Door を開くことにより、MLG Alternate Selector Valve が機械的

に作動する。Main Landing Gear が Down & Lock Position にない場合、Copilot

Seat 後方にある Extension Pump Handle を Pump Handle Socket に差し込み、手

動で Main Gear Extension の Operation を完了させて、 Down & Lock にする

(Figure 5.13-21)。 LANDING GEAR ALTERNATE RELEASE Door と MAIN LANDING

ALTERNATE RELEASE Door は共に、Alternate Landing Gear Extension が 終了し

た後も Fully Open のままにしておく。

NOSE L/G RELEASE Handle を 引くと Nose Gear Uplock と Door は Release さ

れ、Nose Gear は Down & Lock Position に Free Fall するが、その際 Airflow

も Down & Lock Position になることを Assist する。

（付図５参照）

３ 事実を認定した理由

３.１ 機長及び副操縦士は、適法な航空従事者技能証明及び有効な航空身体検査証

明を有していた。

。３.２ 同機は、有効な耐空証明を有しており、所定の整備及び点検が行われていた

３.３ 機長及び副操縦士の口述から、同機は大阪国際空港を離陸後、脚を上げる操

作については問題なく行うことができたので、高知空港着陸前の脚下げ操作時まで脚

系統の異常に気が付くことができなかったものと推定される。

３.４ ２.１０の調査結果から、高知空港への着陸に際して、同機の前脚が下りなか

ったのは、脚を下ろす操作が行われても前脚ドアが閉じたままであったため、前脚の

下りる動きがドアに妨げられたことによるものと認められる。

３.５ ２.１０の調査結果から、同機の前脚ドアが開かなかったのは、脚を上げた状
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態での飛行中に、前脚ドアの開閉リンク機構の一部であるトグル・リンクのヒンジ部

からスペーサーが限度を超えて後方に抜け出し、その後に脚を下ろす操作が行われた

時、前脚ドアを開くための行程の途中でトグル・リンクが上方に折れ曲がる際に、ス

ペーサーがサポート・フィッティングと干渉し、この結果トグル・リンクの動きが阻

害されたことによるものと認められる。

３.６ 同機のトグル・リンクのスペーサーが抜け出したのは、スペーサーを通して

取り付けられるべきボルトが存在せず、同機の運航期間（ランディング・サイクル：

４,１９７サイクル、この間にノーズ・ランディング・ギア・ドアは１６,７８８回作

動する 中に、前脚の上げ下げ、機体振動、機体加速度等の影響によりトグル・リン。）

クからスペーサーが徐々に機体後方へ抜け出す向きに力が働いたことによるものと推

定される。

スペーサーとサポート・フィッティングが干渉したのは、2.12.1(4)に記述したよ

うに、ボルトが欠落してスペーサーが後方へ抜け出した場合、サポート・フィッティ

ングと干渉しやすい位置関係となっていたことによるものと推定される。

３.７ 2.12.2 の調査結果から、同機においては、ボルトが取り付けられていた場合

には、ボルト・ヘッドの裏側となるトグル・リンク表面及びキャッスルナット／ワッ

シャーが接触するはずのトグル・リンク表面には、これらが取り付けられている他機

と異なり、汚れ、塗料の剥がれ等がないことから、同機製造後の早い時期から本事故

が発生するまでの間、ボルト及びキャッスル・ナット／ワッシャーは存在していなか

ったものと考えられる。

2.12.4(2)のフランジ・ブッシング内面の調査からも、ボルトが早い時期から存在

していなかったことが推定される。また、2.12.3に記述したとおり、メカニカル・ス

トッパーの打痕幅が広くなったことは、ボルトが取り付いていなかったために、トグ

ル・リンクの機械的な遊びが大きくなったことによるものと推定される。

（写真１６参照）

３.８ ボルトが存在しない結果となり得る整備作業については、2.13.3に示したと

おり、同機が我が国に輸入された後は、トグル・リンクに係る整備作業が行われたこ

とを示す記録は存在せず、その一方、2.14.2に示したとおり､製造過程の不具合修理

としてトグル・リンク・アセンブリーを含む前脚ドア開閉リンク機構一式及びサポー

ト・フィッティングが交換されていた。この製造過程の不具合修理時に、前脚ドア開

閉リンク機構一式からトグル・リンク・アセンブリーのみが取り外され、機体組立時

には分解されないトグル・リンクのヒンジ部がいったん分解され、その後の取付時に
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ボルト、ナット等の再取り付けが行われなかったものと考えられる。

３.９ 前脚の上げ下げに係る機構の重要な修理作業であったにもかかわらず、

２.１４で記述したとおり、その修理手順を示す書類は作成されず、具体的な検査

項目も指定されていなかった。トグル・リンク・アセンブリーを含む前脚ドア開閉リ

ンク機構を製造しているグッドリッチ社の図面には結合ボルト締め付けトルク値が規

定されており、不具合修理を行う際に、このトルク値等を規定した手順書を作成し、

作業者にこれに従うよう指示していれば、ボルト等の再取付忘れは起らなかったもの

と考えられる。

なお、本事故発生以前の航空機製造時のボンバルディア社のアセンブリー・マニュ

アルにはトグル・リンク・ボルト締め付けトルクの指定がなかったが、本事故後マニ

ュアルが改定されてトルク値が指定された。

３.１０ 乗務員の口述から、同機は事態の発生後、約２時間の飛行が可能な搭載燃

料があり、乗務員が対処手段を検討して実行する時間を有していて冷静さが保たれて

いたので、乗客への状況の周知及び指示の内容と時期が適切であったと思われ、乗務

員の訓練に基づいた行動が、乗客の落ち着きを維持させたものと推定される。また、

着陸時の操縦操作も適切であったと考えられる。

４ 原 因

本事故は、飛行中の通常操作及び代替操作による脚下げ操作にもかかわらず、前脚

ドアが閉じたままであったために前脚が下りず、この状態で同機が着陸した際に前方

胴体下部が滑走路表面に接触し、損傷したことによるものと認められる。

前脚ドアが開かなかったことは、前脚ドア開閉リンク機構の一部を構成するトグル

・リンクのヒンジ部からスペーサーが抜け出して、サポート・フィッティングと干渉

し、トグル・リンクの動きが阻害され、かつ、このため前脚ドア開閉リンク機構全体

の動きが拘束されたことによるものと認められる。

スペーサーが抜け出したことは、ボルト、ナット等が装着されていなかったことか

ら同機の運航期間中に前脚の上げ下げ、機体振動、機体加速度等の影響を受けて、ト

グル・リンクからスペーサーが徐々に機体後方へ抜け出す向きの力が働いたことによ

るものと推定される。ボルト、ナット等が装着されていなかったことは、航空機製造

過程の不具合修理において、それらの部品の再取り付けが行われなかったことによる
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ものと考えられる。

５ 安全勧告

航空・鉄道事故調査委員会は、本事故に鑑み、次の事項に関して所要の措置をとる

ようカナダ国運輸省に対し勧告する。

今回の事故発生に関与したと考えられる不具合処理においては、重要な部品の交換

作業が行われたにもかかわらず、交換作業の手順を具体的に指示する書類がなく、結

果として作業中に誤りが生じたものと考えられることから、ボンバルディア社の品質

管理体制、特に不具合処理に関する品質管理体制を更に強化するよう指導すること。

６ 参考事項

６.１ 国土交通省航空局は、耐空性改善通報(TCD-7074-2007:平成１９年３月１３日

発行／発効)により「ノーズ・ランディング・ギアが展開できなくなる不具合防止」

を指示した。

６.２ 航空機製造者は、All Operator Message No.210(13 MAR 07)及びNo.211(14

MAR 07) を発行し、当該型式機の使用者に対して当該不具合の情報及び点検を求めた。

６.３ 国土交通省航空局は、ボンバルディア式ＤＨＣ－８－４０２系列型機運航会

社に対して通達（国空機第１３１７号：平成１９年３月１５日付け）を発行し、前脚

ドア機構の詳細点検をＡ整備（４００時間点検）ごとに繰り返し実施するよう、整備

規程に反映するよう指示した。

６.４ ボンバルディア社によれば、ＤＨＣ－８系列型機で前脚が出ない状態での

着陸事例は次のとおりである。

」１９８７年以降９件発生しているが、ＤＨＣ－８－４００型（以下｢ＤＨＣ－８－

を省略する に関しては本事故が初めての事例である。４００型ではその後１件の事。）

例はあるが、本事故とは無関係である。残る７件は１００，２００，３００各型に関

するものである。１００，２００，３００各型は４００型と異なっており、脚の製造

者も異なる。これらの事象のいずれも前脚システムの部品欠落とは無関係である。



付図１ 推定飛行経路図 
N
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風向 変動 
風速 ２kt 

進入方向 

約 900m
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付図２ 事故現場見取図 

航空局標識工平面図を使用 

約 1,285m 
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32.84

付図３　ボンバルディア式ＤＨＣ－８－４０２型
　　　　三面図

単位：ｍ

- 26 -



航空局標識工平面図を使用 

 

付図４ ﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｷﾞｱ･ｺﾝﾄﾛ-ﾙ･ﾊﾟﾈﾙ 解説図 
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航空局標識工平面図を使用 

 

付図５ ｵﾙﾀﾈ-ﾄ･ｲｸｽﾃﾝｼｮﾝ･ｼｽﾃﾑ･解説図  
飛行機運用規程より引用 
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航空局標識工平面図を使用 
 

付図６ ﾉ-ｽﾞ･ﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞ･ｷﾞｱ･ｵﾙﾀﾈ-ﾄ･ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ･ｼｽﾃﾑ 解説図 
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航空局標識工平面図を使用 

 

付図７ トグル・リンク詳細図 
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付図１０ 安全ピン使用状況図 

安全ピン 

トグル・リンク 

安全ピン 
デブリ・ガード 

ベル・クランク 

サポート・フィッティング 

前脚ドア

デブリ・ガードを外して使用しているところ デブリ・ガードを装着時に使用しているところ 

製造者資料より引用 
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写真１ 事故機（１） 

写真２ 事故機（２） 
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写真３ 同機前脚ドア・リンク(脚室内)

サポート・フィッティング 

ギア・ダウン後（ドア・オープン） 

スペーサー 

トグル・リンク 接触部位 

ドア・アクチュエーター 

右側ドア・ロッド 

左側ドア・ロッド 

前方バルクヘッド 

欠落ボルト 

ＡＭＭから転用 

ベルクランク 

脚室内機体前方を撮影 
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写真４ スペーサー接触部分 

写真５ 同機のスペーサー及びボルト 

サポートフィッティング 

スペーサー 

トグル・リンク 

接触部位 

    
機体前方 

欠落していたボルト 
（本ボルトは新品） 

スペーサー 

脚室内機体左側を撮影 
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写真６ 同機のトグル・リンク（１） 

写真７ 同機のトグル・リンク（２）

整備点検鏡 

トグル・リンク 

ボルト当たり面 

キャッスル・ナット当たり面(写真８の面) 

鏡面 

ボルト・ヘッド側 

メカニカル・ストッパー 
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写真８ 同機のトグル・リンク（３） 

写真９ 他機Ａのトグル・リンク 

汚れ 

ワッシャー・ナット側 

メカニカル・ストッパー
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写真１０ 他機Ｂのトグル・リンク 

写真１１ 他機Ｃのトグル・リンク 

ボルト・ヘッド側 

ボルト・ヘッド側 
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写真１２ 同機のフランジ・ブッシングの内面 

写真１３ 他機Ｄのフランジ・ブッシングの内面 

ワッシャー・ナット側 

ワッシャー・ナット側 
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写真１４ 新品のフランジ・ブッシングの内面 

写真１５ サポート・フィッティング塗装剥がれ 

接触痕 

ワッシャー・ナット側 
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写真１７ 他機のメカニカル・ストッパー打痕 

写真１６ 事故機のメカニカル・ストッパー打痕 

約１３.5mm 

約 8.0mm 

抜け出したスペーサー 

欠落したボルト 
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写真１８ 欠落していた部品

ボルト （１本） 

金属ワッシャー 
  （１枚） 

テフロン・ワッシャー 
（１枚） 

キャッスル・ナット 
（１個） 

これらの部品は参考のために、他機より取り

外したものである。 
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≪参 考≫

本報告書本文中に用いる解析の結果を表す用語の取扱いについて

本報告書の本文中「３ 事実を認定した理由」に用いる解析の結果を表す用語は、

次のとおりとする。

①断定できる場合

・・・「認められる」

②断定できないが、ほぼ間違いない場合

・・・「推定される」

③可能性が高い場合

・・・「考えられる」

④可能性がある場合

・・・「可能性が考えられる」




